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北九州市告示第３５４号 

 公の施設における使用料の納付について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２３１条の２第６項の規定による指定代理納付者を指定したので、北

九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第２４条の３第２項の規

定により次のとおり告示する。 

  令和３年１０月７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

指 定 代 理 納 付 者 
指 定 期 間 

名   称 住   所 

ＰａｙＰａｙ株式会社 東京都千代田区紀尾井

町１番３号 

令和３年１０月７日か

ら令和４年１月３日ま

で 
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正誤表

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和

３年 

第４９７２号 １３ 上から７行目 令和３年１２

月１３日（落

札者が契約を

締結しないと

きの売払いの

申込みは、同

月２４日） 

令和３年１２

月１３日 
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